
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書

基準年度
Ｏ～22）年度

第１年度
（23）年度

第２年度
（24）年度

第３年度
（25）年度

５０６９．６トン５０３３．３トン４９９９．４トン４９６６．５トン－１．４

５２０７．５トン５０３３．３トン４９９９．４ン４９６６．５ン－４０－．(`１，１１Mm'、

事業の用に供す

る建築物の用途

基準年度

（22）年度
第１年度

（23）年度
第２年度

（24）年度
第３年度

（25）年度

事務所 －１．２９－‐ ６２０４ ６１．６０ ６１１８ ６０．７８ 
にI半フｐＰｐｐ

１月

動Ｉ半つあロロ

基準年度

（22）年度
第１年度

（23）年度

第２年度

（2４ 
第３年度
（25）年度

７２．０ ８３．０← 
シト

111.0 １１１．０パー

@W１，Mm、
第１年度

（23）年度

第２年度

（24）年度

第３年度

（25）年度

００トン 00トン 0.0トン

0.0トン 0.0トン 0.0トン

00トン ００トン

００トン 00トン

トン’ｐトン’ン’

該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の壁又は原単位の数値の平均をいいます。

「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。
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□新規□変更
（宛先）京者I府知事 ’１一z成２３年９月３０日

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
京セラ株式会社

代表取締役社長久芳徹夫
電話０７５－６０４－３５０３

主たる業種 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 戸

細分類番号 2１８１９１９ 

事業者の区分

;□2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則；□2条第１項第２号又は第３号

2□2条第１項第４号

計画期間 平成２３年４月から平成２６年３月まで

基本方針全社で２０１０年度の温室効果ガス排出量原単位を基準として、２０１３年度までに８％の削減を行う。

計画を推進するた
めの体制

社長を委員長とする「京セラグリーン委員会」を設置し、下部に専門組織である温暖化防止部会、委員会を設置
するとともに、環境マネジメントシステムを構築し、活動を推進している。
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既存設備の運用管理強化、管理値の見直し、高効率機器の導入により、温室効果ガス排出風の削
減を図る゜

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途
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事務所
事業活動に伴う排出の量

（延床面積：千㎡）
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既存設備の運用管理強化、管理値の見直し、生産効率の向上、高効率機器の導入により、温室効
果ガス排出量の削減を図る゜

重点的に実施する取組の実施計画
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具体的な取組及び
措置の内容

（２３）年度

（２４）年度

（２５）年度

既存設備の運用管理強化、管理値の見直しを行う。

既存設備の運用管理強化、高効率機器の採用を行う。

空調、照明、ポンプ等において、高効率機器の採用を行う。

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

現状、公共交通機関を利用した通勤を基本としていることから、今後も
同様の取り組みを継続する。

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その

他の地球温暖化対
策により削減する
量
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森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の
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地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

.'j､学校を対象に太陽光発電に関する環境出前授業を実施しており、今後も継続実施してまいります。
･環境省、京都市が呼び掛けるライトダウンキャンペーンに参加しており、今後も継続的に参加します。

特記事項
･当社では太陽光発電システムの製造など、環境に配慮した多彩な商品を数多く提供しています。
･本社ピルは、214kWの太陽光発電システム、コージェネレーション設備の導入など、省エネビルとして建築されておりま
す。


